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１．処理の概要 

 事業所情報管理の「事業所基本情報新規登録」又は「事業所所定・給与 表示・訂正」の画面で 

『有給休暇の管理をする』『年次有給休暇管理簿』にチェックが入っている場合に、有給休暇の付与

処理・有給管理簿の作成と管理及び給与計算での有給取得を個人毎の有給関連データに連動・させる

ことができます。 

 事業所及び個人毎の有給休暇付与設定データを正しく登録することにより、「有給休暇付与処理」

画面で、毎月の付与対象者の検索と該当者への有給休暇の付与を行うことができます。 

さらに、『年次有給休暇管理簿』で取得義務日数などの有給の管理を行うことができます。 

 

２．処理の流れと関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有給休暇データ

有給付与設定 

事業所基本情報 

個人基本情報 

有給付与設定 

個人基本情報 

有給休暇 

チェックリスト 

事 業 所 基 本 情 報 新 規 登 録  

事 業 所 所 定 ・給 与  表 示 ・訂 正  

① 事業所「有給休暇付与設定」の登録 

年 次 有 給 休 暇 付 与 設 定  

有 給 休 暇 付 与 処 理  

① 事業所「有給休暇付与設定」の変更 

② 事業所付与設定を個人付与設定に反映 

③ 個人「有給休暇付与設定」の変更 

④ 有給休暇付与処理 

⑤ 個人有給休暇データ変更 

⑥ 有給休暇チェックリストの印刷 

給  与  計  算  

⓼ 有給休暇取得数の更新 

① 

① 

③ 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
有 給 休 暇 管 理 簿  

個人基本情報 

有給管理簿 

⓼賃金管理データ作成より管理簿の更新 

⑦ 有給管理簿の作成 

有給管理簿 

帳票出力 
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３．付与条件等の設定 

 

 有給休暇の付与処理及び有給管理簿での管理を行うには、事業所基本情報に有給休暇の付与設定情

報を登録しておく必要があります。ここに登録された設定情報を元に個人の付与設定情報が登録され

ます。 

 事業所有給休暇付与設定の情報の登録は、事業所情報管理メニューの「事業所基本情報新規登録」

「事業所所定・給与 表示・訂正」画面、個人情報管理メニューの「年次有給休暇付与設定」画面で

設定データの変更を行うことができます。 

３－１．設定の方法 

ａ）「事業所基本情報新規登録」又は「事業所所定・給与 表示・訂正」画面を開きます。 

ｂ）該当の事業所コードを指定して、処理コード「２：登録済事業所訂正」を選択し「実行」 

   ボタンをクリックして下さい。 

ｃ）画面上の「【有給休暇】」欄に適切なデータを入力し、「完了」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①有給休暇の管理をする  ：有給休暇の管理をする場合はチェックを付けて下さい。 

②有給残を次年度へ繰り越す：付与処理の際、有給残を繰越す場合チェックを付けて下さい。 

③更新方法        ：付与月を個人毎に設定するか事業所全員を同じ月にするかの 

              設定を行います。 

 ・個人毎更新日設定 ：入社月より何ヶ月後を付与月に設定するかを指定して下さい。 

 ・事業所単位一括更新：全社員の付与月を同じ月に設定する場合、その月を指定して下 

            さい。 

  ※ここで事業所単位一括更新に設定しても、後で「年次有給休暇付与設定」画面で、 

   特定の人のみ特別の付与条件に設定することも可能です。 
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④付与日数等の設定   ：毎年の有給休暇付与処理の際に付与する日数の元になるデー 

             タを設定します。 

 ・個人毎に設定 ： こちらを選択した場合、「年次有給休暇付与設定」画面で、個人毎 

           に付与日数条件を設定する必要があります。 

 ・事業所統一設定： 全社員の付与日数の基本条件を設定します。 

 通常はこちらを選択して下さい。 

イ）入社即時付与日数  ： 入社時点に付与する日数。（現在使用していません） 

ロ）初年度付与日数   ： 通常、入社６ヶ月目に付与する日数。（１０日） 

ハ）次年度増加日数   ： 通常、入社１年６ヶ月目と２年６ヶ月目の付与の際 

              に増加する日数。（１日） 

ニ）次々々年以降増加数 ： 通常、入社３年６ヶ月目以降の付与の際に増加する 

日数（２日） 

ハ）最高付与日数    ： 有給休暇付与の上限（２０日） 

    ※ここで事業所統一設定に設定しても、後で「年次有給休暇付与設定」画面で、特定の人 

     のみ特別の付与日数条件に設定することも可能です。 

 

   ⑤有給管理簿の作成設定 

     有給管理簿を作成して。月ごとの取得や残日数を管理、または年５日取得義務の管理 

     を行うことができます。 

     1 年間で管理する最初の日（基準日）を選択するしてください。 

 

３－２．事業所有給休暇付与条件とは 

「事業所有給休暇付与条件」が設定されていた場合、その後に新規登録された個人情報の有給休

暇付与条件は事業所の設定に準じて設定されます。 

例えば、更新方法が「個人毎更新日設定，入社後６ヶ月」となっていた場合、入社日付が 

「令和元年１月１日」の社員を新規登録すると、自動的に付与月が『７月』で事業所付与 

条件に設定された付与日数条件が、個人の有給休暇付与条件に設定されます。 

 

既に、個人情報の登録がされた後で「事業所有給休暇付与条件」を設定したり、変更した場合 

や、後で個人情報の入社日付を変更した場合などは、事業所条件と個人条件がくい違っていま 

すので「年次有給休暇付与設定」画面を利用して、「事業所有給休暇付与条件」の内容を元に 

個人データを再設定することができます。 

 

個人毎に「個人有給休暇付与条件」が設定されてしまえば、有給休暇付与処理では個人の付与 

条件が使用されますので、事業所の付与条件をいくら変更しても付与処理には影響しません。 

従って、「事業所有給休暇付与条件」は個人の付与条件を設定する元となるひな形という位置 

づけになります。 

ただし、「有給休暇の管理をする」と「有給残を次年へ繰り越す」の設定は個人毎ではなく、 

事業所単位の設定になりますので、有給休暇付与処理の際に使用されます。 
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４．個人有給休暇付与設定 

 事業所基本情報に登録されている「事業所有給休暇付与条件」を元に、その事業所の社員の「個人

有給休暇付与条件」を設定することができます。「事業所有給休暇付与条件」を元にしないで、特定

の人のみ特定の条件設定を行うこともできます。 

 「事業所有給休暇付与条件」設定・変更前に登録した個人情報や、個人情報登録後に入社年月日を

変更した人の「個人有給休暇付与条件」を確認・再設定を行います。 

 

４－１．個人付与条件の表示 

 ａ）個人情報管理メニューの「年次有給休暇付与設定」画面を開いて下さい。 

 ｂ）事業所コードを指定して「実行」ボタンをクリックして下さい。 

 ｃ）該当事業所の「事業所有給休暇付与条件」と全社員の「個人有給休暇付与条件」が画面に 

   表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  画面上部には前項でご説明した「事業所付与条件」が、画面下部の一覧表には個人毎の「個人 

  付与条件」が表示されます。 

一覧表には、個人コード・氏名・入社年月日に続いて個人付与条件の設定内容が表示されます。 

・更新方法 ： 事業所付与条件を元に個人付与条件を設定した場合には『事業所設定』 

          事業所付与条件を元にしないで個別に条件設定を行った場合には『個人単位』 

と表示されます。 

・更新月  ： 有給休暇が毎年付与される対象の月が表示されます。 

・初年度  ： 最初の付与月（通常入社６ヶ月目）に付与される日数 

・次年度  ： ２回目の付与月（通常入社１年６ヶ月目）に増加する日数 

・次々々年度： ４回目の付与月（通常入社３年６ヶ月目以降）に増加する日数 

・最大日数 ： 付与日数の上限 
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４－２．事業所有給休暇付与条件の変更 

 前項（３．事前の設定）でご説明した画面で「事業所有給休暇付与条件」の設定・変更ができま 

 すが、この画面でもこのデータの変更を行うことができます。 

 

 ａ）処理コード「１：事業所設定変更」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバー 

   の『赤えんぴつ』アイコンをクリックすると、画面上部の「事業所基本設定」欄の入力が 

   できる状態になります。 

 ｂ）変更点を入力し、「完了」ボタンをクリックして下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３．事業所付与条件の個人付与条件への反映 

 ・設定されている「事業所有給休暇付与条件」を「個人有給休暇付与条件」に反映させます。 

『反映』とは、「事業所付与条件」の内容を元に「個人付与条件」を適切な形で変更することで

す。更新方法が「個人毎、入社後６ヶ月」となっていた場合、個人毎の入社日付を見てその６ヶ

月後を更新月（付与月）として設定します。付与日数は事業所条件をそのまま移します。 

 ※入社日付が入っていない場合は４月を更新月に設定します。 

 ・この時反映させたい人を選択し、選択された人のみの条件を変更することができます。 

 ・一覧表に表示されている、更新月や付与日数が正しく設定されていない人を対象として下さい。 

  正しく設定されていない人は以下のような場合が考えられます。 

・「事業所付与条件」が正しく設定されていない状態で、個人情報新規登録を行った人。 

・個人情報新規登録後に「事業所付与条件」を変更した場合。 

・個人基本情報登録後に、後から入社日付を変更した人。 
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ａ）処理コード「３：事業所設定→個人」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバ 

  ーの『下向き矢印』アイコンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）一覧表の左端の「更新」欄にチェックが付けられる状態になります。 

  「事業所付与条件」を反映させたい人にチェックを付けて下さい。 

全員を対象としたい場合には、一覧表右上の「全選択」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ）「完了」ボタンをクリックすると個人付与条件が変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者全員の「更新方法」が「事業所設定」に変わり、更新月及び付与日数が事業所条件 

の設定内容になります。 
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４－４．個人付与条件の個別設定 

 個人付与条件を事業所付与条件とは異なる条件（更新月や付与日数を他の人と変えたい場合）に 

 設定したい時にこの機能を使用します。 

 

 ａ）処理コード「２：個人データ変更」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバ 

   ーの『手書き』アイコンをクリックして下さい。 

一覧表右側の「更新月」～「最大日数」が黄色に表示され、数値の入力ができる状態になり 

    ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｂ）変更したい人の該当データ欄にカーソルを移動し、データを入力して下さい。 

データ入力後、カーソルを移動すると変更対象者の左端の「更新」欄にチェックが付きま 

す。「更新」欄にチェックが付いている人が変更対象となります。チェックをはずせば変更は

されません。 

 

 

 

 

 

 ｃ）「完了」ボタンをクリックすると変更が完了します。 

 

 

 

 

 

   変更された人の「更新方法」が「個人単位」に変わり、更新月及び付与日数が変更した内容 

   で表示されます。 
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５．有給休暇付与処理 

 設定された「個人有給休暇付与条件」を元に、指定月に付与の対象となる人を検索し在籍年数に応

じた有給休暇の付与を行います。※付与は自動的にセットされることはありません。 

 通常、毎月１回この画面を開き、付与対象者を検索し対象者への付与処理を行って下さい。 

 付与処理を行った場合、付与処理前の有給休暇データ（付与数・繰越数・取得数）はクリアーされ

新たな値に変わります。給与計算での有給取得数・有給残数更新との関連がありますので、付与処理

は給与計算前に行うか、給与計算関連処理が全て完了してから行うようにして下さい。 

 

５－１．有給休暇付与対象者の検索 

 ａ）個人情報管理メニューの「有給休暇付与処理」画面を開いて下さい。 

 ｂ）事業所コードを指定して「実行」ボタンをクリックして下さい。 

 ｃ）付与対象者が画面下部の一覧表に表示されます。 

付与対象者には一覧表の左端の「付与」欄にチェックマークが付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）表示内容の変更  上図①～③の欄を変更することにより、表示内容が変わります。 

   ①有給付与月度 

  この欄で指定した月に付与対象となる人にチェックを付けて表示します。 

②表示設定 

  付与対象者のみ表示 ： 付与対象の人だけが一覧表に表示されます。 

全員表示      ： 全員が表示され、付与対象の人のみにチェックが付きます。 

付与月度が指定月と一致する人すべて：経過年月は見ないで、更新月が一致する人だけを 

                  表示します。 

③更新月が入社６ヶ月目と異なる場合 

  指定されている更新月が入社６ヶ月目と異なる人の扱いを指定します。 

  例えば、７月入社の人は翌年１月が更新月となるはずですが、これを２月など別の月 

  を更新月に指定してある人がいる場合の扱いです。 

    指定更新月以前には付与しない： 指定の更新月以前に６ヶ月目になる人は、入社６ヶ月目

を付与対象としないで指定の更新月に付与対象とする。 

 指定更新月以前の入社６ヶ月目にも付与： 指定の更新月以前に６ヶ月目になる人は、入社

６ヶ月目及び指定の更新月の２回を付与対象とする。 

② 

① 

③

④ 
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  ※上記いずれの場合も、更新月以降に入社６ヶ月になる場合は更新月には付与対象と 

   せずに入社６ヶ月目を付与対象とします。 

    ④個人コード順・部門コード順に表示できます。 

 

５－２．有給休暇の付与 

 指定の月度に付与対象となる人に対して、有給休暇の付与を行います。 

 同じ付与月度で２度・３度と重複して付与処理を行うと正しい結果が得られませんので、ご注意 

 下さい。 

 

ａ）有給付与月度をこれから付与処理を行おうとする月度に設定して下さい。 

・付与対象者の「付与」欄にチェックが付いた状態で一覧表が表示されます。 

・この状態では、まだ「付与」欄のチェックを変更することはできませんので、付与対象 

 に加えたりはずしたりしたい場合は、後で行います。 

ｂ）処理コード「１：有給休暇付与処理」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバ 

   ーの「赤えんぴつ」アイコンをクリックして下さい。 

・一覧表の中央に「算出回数」と「付与予定」が表示されます。 

・「算出回数」は『付与日数算出方法』が「入社日付より算出」になっている場合に表示さ 

 れます。入社日付より数えて何回目の付与に当たるかを、計算上で算出した回数で付与 

 予定日数の確認の目安として下さい。（付与処理に直接関係はしません。） 

・「付与予定」は水色で表示されています。この数が今回の付与処理での付与数となります。 

 この欄は入力が可能となっていますので、表示されている付与予定日数が想定と異なる 

 場合には、日数を修正して付与処理を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｃ）付与予定日数算出方法の選択 

   イ）②欄の「更新月が入社６ヶ月目の月と異なる場合」の選択 

「５．１－ｄ）」でご説明したように、指定されている更新月が入社６ヶ月目と異なる 

人の扱いを指定します。 

例えば、７月入社の人は翌年１月が更新月となるはずですが、これを２月など別の月 

  を更新月に指定してある人がいる場合の扱いです。 

令和元年７月入社で、更新月を２月に設定してある人を例にご説明します。 

① 
② ③ 

⑤ 

④ 
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・『指定更新月以前には付与しない』を選択 

  有給付与月度を「令和２年１月」にした場合、付与対象とはなりません。 

  有給付与月度を「令和 2 年２月」にした場合、１回目の付与となります (10 日) 

・『指定更新月以前の入社６ヶ月にも付与』を選択 

  有給付与月度を「令和２年１月」にした場合、１回目の付与となります (10 日) 

  有給付与月度を「令和２年２月」にした場合、２回目の付与となります (11 日) 

※更新月と入社６ヶ月目の月が同じ人はどちらを選択しても変わりはありません。 

 

ロ）③欄「付与日数算出方法」の選択 

・『入社日付より算出』を選択 

  入社日付より計算して何回目の付与になるかを「算出回数」欄に表示。 

  算出回数に応じて付与予定数を計算・表示。 

 例）  ６ヶ月 → １回目 ： １０日 

   １年６ヶ月 → ２回目 ： １１日 

   ２年６ヶ月 → ３回目 ： １２日 

   ３年６ヶ月 → ４回目 ： １４日 

   ４年６ヶ月 → ５回目 ： １６日 

・『前回付与日数に増加分を加算』を選択 

  前回の付与処理で付与した日数（一覧表上に表示されている付与数）に今回増加 

  すべき日数を加えて付与予定を表示。（前回付与数が無い場合は入社日より算出） 

例） 前回付与日数   今回付与予定日数 

１０日  →    １１日 

１１日  →    １２日 

１２日  →    １４日 

１４日  →    １６日 

１６日  →    １８日 

 

  ※付与予定数はケースにより、計算通りにならない場合も考えられますので、確認の上必要に 

   応じて、この欄を手で修正して付与を行って下さい。 

 

ｄ）有給残繰越有無の選択 

    ④欄にチェックを付ければ、有給残を繰り越します。チェックをはずせば 

有給残の繰越は行いません。 

有給時間・小数は繰り越さないにチェックをつければ、有給日数残は繰り越しますが、

有給時間や少数は繰り越しません。 

【繰越数の計算方法】 

  繰越分から先に消化 → 繰越分残があれば、繰越数から先に取得数を消化します。 

      付与分から先に消化 → 付与分より先に取得数を消化します。 
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ｅ）付与対象者の選択 

標準では、指定の「有給付与月度」に更新月が設定されている人と入社６ヶ月目の人の 

「付与」欄にチェックが入り、付与処理の対象となりますが、チェック欄をマウスでク 

リックすることによりチェックを付けたりはずしたりができますので、付与処理の対象 

からはずしたい場合には、このチェックをはずして下さい。 

表示されていない人を付与対象としたい場合には、①の「表示設定」欄の全員表示 

を選択し、対象としたい人の「付与」欄にチェックを付けて下さい。 

ｆ）付与処理の最終確認 

以上の操作で付与対象者と付与予定日数の確認が終わったら「完了」ボタンをクリック 

して下さい。「付与処理確認」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・前画面で選択した人のみが、この確認画面に表示されます。 

   ・一覧表の①欄には有給休暇付与処理前の有給データの状態が表示されます。 

・一覧表の②欄には今回の付与処理により変更される有給データの内容が表示されます。 

 ②欄は水色で表示されます。「取得数」は必ずゼロにクリアーされます。 

 内容を再確認の上、変更したい場合は「繰越数」「付与数」「取得数」の変更が行えます。 

・一覧表の③欄は前回に付与処理を行った時の年月が表示されます。 

 重複付与を防止するため、今回の付与が前回の付与年月から１年経過していない場合、 

 この欄が赤く表示され、左端の「付与」欄にチェックが付きません。 

 赤く表示された時は対象者をよく確認し、付与対象にしたい場合は「付与」チェックマ 

 ークを付けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

・一覧表左端の「付与」欄にチェックの付いている人のみ付与処理が行われます。 
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・一覧表の上にある④欄「付与処理後の結果確認チェックリスト印刷」で「印刷」又は 

 「プレビュー」を選択すると、付与処理後に処理結果の確認リストを印刷又はプレビュ 

 ーすることができます。 

 

・ 最終確認が終わったら、画面右上の「次へ」ボタンをクリックして下さい。 

・  

 ｇ）有給休暇管理簿の作成 

  年次有給休暇管理簿を作成するかどうかの選択ができます。 

作成する場合の詳しい操作方法は、P1６「６．有給管理簿の作成」をご参照ください。 

作成しない場合には、作成のチェックをはずし「完了」をクリックします。 

「有給付与処理を続けますか？」という確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・付与処理を行い元の画面に戻ります。 

・付与処理を行わない場合は「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。 

・付与処理が行われると、元の画面の一覧表右端に付与年月と付与処理をした日付が表示 

 されます。 
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５－３．有給休暇データの変更 

 有休付与処理とは関係なく、「繰越数」「付与数」「取得数」を自由に変更することができます。 

 これから有給休暇管理・給与計算を始めようとする場合に、現在の有給休暇の付与状況・取得状 

 況を初期値として全員に登録することができます。 

 又、何らかの問題で「繰越数」「付与数」「取得数」が間違った値になってしまった場合に、変 

 更したい人を指定して正しい値に変更することができます。 

 

ａ）最初に【表示設定】欄は「全員表示」を選択して全員を表示した方が良いでしょう。 

   （変更入力の状態になってから【表示設定】を変えることはできません。） 

ｂ）処理コード「２：有休データ変更」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバー 

   の「手書き」アイコンをクリックして下さい。 

   繰越数・付与数・取得数が黄色に表示され入力ができる状態になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ）変更したい人の変更したい項目にカーソルを移動し、数値を変更して下さい。 

   ・数値入力後、別のセルにカーソルを移動した時点で変更した行の左端の「変更」欄に 

 チェックが付きます。 

・チェックが付いている人が変更の対象となります。 

 

ｄ）「完了」ボタンをクリックすると、有給管理簿データへの反映の有無の画面が表示されます。 
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 作成する場合には、管理簿に反映されますが、詳細は、P1６「６．有給管理簿の作成」をご参照く

ださい。 

 作成しない場合には、「作成」欄のチェックをはずし、「完了」をクリックします。 

「有給付与処理を続けますか？」という確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

有給付与処理画面のデータが変更されます。 

 

５－４．有給休暇更新月の変更 

 有給休暇を付与する時の付与対象者検索に使用する「有給休暇更新月」を変更することができま 

 す。通常は「年次有給休暇付与設定」画面で行う処理ですが、この画面でも行うことができます。 

 

 ａ）最初に【表示設定】欄の「全員表示」「対象者のみ」のどちらかを選択しておいて下さい。 

   （変更入力の状態になってから【表示設定】を変えることはできません。） 

 ｂ）処理コード「３：有休更新月変更」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバー 

   の「赤ノート」アイコンをクリックして下さい。 

一覧表の更新月欄が黄色に表示され入力ができる状態になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ）変更したい人の更新月欄にカーソルを移動し、月度を変更して下さい。 

   ・月度入力後、次のセルにカーソルを移動した時点で変更した行の左端の「変更」欄に 

 チェックが付きます。 

・チェックが付いている人が変更の対象となります。 
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・更新月を「００月」にした場合は、有給付与の対象にしない人という扱いにすることができ

ます。 

 ｄ）「完了」ボタンをクリックすると、有給休暇更新月の変更が完了します。 

 

※途中で更新月を変更した場合、管理簿も新しい更新月から作成しなおす必要があります。 

 

 

 

 

５－５．有給休暇チェックリストの印刷 

 事業所全社員の有給休暇データの状態をチェックするために一覧表を印刷することができます。 

 Ａ４横の用紙にレーザープリンターで印刷されます。 

 印刷項目は 個人コード、氏名、入社日付、経過年月、 

       更新月、初年度付与日数、次年度増加日数、次々々年度増加日数、最多付与日数 

       前年繰越日数、当年付与日数、有給休暇合計、取得消化日数、未消化残日数 

 

 ａ）処理コード「９：印刷」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、ツールバーの「印刷」 

アイコン又は「プレビュー」アイコンをクリックして下さい。 

   印刷又はプレビューが開始されます。 
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6．有給休暇管理簿の作成と運用 

６－１．有給管理簿の作成 

有給管理簿は次の２通りの作成方法があります。 

１． 付与処理画面で、付与処理を行った際に、作成画面が表示されます。 

①この時作成されるのは、付与日数が１０日以上の人だけとなりますが、１０日以下の人もピン

クで表示されますので、作成にチェックをつけてもらえば、作成することができますが、 取得

義務日数は設定されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基準日を設定してもらうことになります。 

基準日 は、月の初日 入社日 給与期間の初日 から、選択します。 

例えば４月か付与月であった場合、 

月の初日だと 2019/04/01-2020/03/31 が 1 年間となります。 

入社日だと、 仮に 4/5 に入社した場合 2019/04/05-2020/04/04 となります。 

給与期間の初日だと 仮に給与が 20 締め末払いの場合、 4/21 が初日となるため、

2019/4/21-2020/4/20 となります。 

③ 基準日の開始月と終了月は変更することができます。18 か月で付与義務日数を管理したい 

ときなどは、開始月を変更してください。 

④ 完了をクリックすると管理簿が作成されます。 

 

１． 有給管理簿画面から作成することができます。 

未来に基準日がスタートする人も作成することができますが、給与計算している場合、特に未来

に基準日がある人の有給管理簿を作成する必要はありません。 
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追加指定日というのは、例えば、2020/03/31 と表記した場合、 一番未来の人でいうと、 

月の初日だと 2020/03/01-2021/02/28 までの１年間で判断する人の有給管理簿が作成さ

れます。 

入社日だと、 仮に 4/5 に入社した場合 2020/03/05-2021/03/04 となります。 

給 与 期 間 の 初 日 だ と  仮 に 給 与 が 20 締 め 末 払 い の 場 合 、  3/21 が 初 日 と な る た め 、

2020/3/21-2021/3/20 となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成する人を選択して、「決定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付与処理画面の数字を反映していますので、数字を確認し「追加」をクリックすると作成されます。 
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６－２．有給管理簿数字の表示 

詳細から表示ボタンを click すると、管理簿の月ごとの詳細画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作成した時に、有給付与処理画面の 繰り越し数 付与数 取得数 をそのままもってきます。 

②ただし、管理簿の詳細画面にはセットされません。それは有給付与処理画面の数字をどの月にセッ

トしていいか、わからないからです。 

その場合、管理簿では上段①に有給付与の画面の数字がセットされ、下段②の管理簿上での数字と取

得数等が異なってくるため、数字がピンク色で表示されます。③ 
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６－３．有給管理簿数字の入力・編集 

１．給与計算で入力した有給取得日数を反映させたい場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与計算している場合には、賃金管理作成から、管理簿だけを作成してもらう必要があります。 

過去（2019/4-2019/11）までの給与における有給の数字を管理簿に反映したい場合には、賃金

管理データ作成画面から、管理簿データのみを作成する にチェックをつけて作成してください。 

※管理簿データのみを作成するにチェックを付けると賃金管理データは変更されません。 

作成すると、管理簿にデータが反映されます。そのときに どの支給期間にセットするかは、給与計

算期間の終了日がどの支給期間に含まれるかをみて、セットしています。 

例    給与締めは 25 日締め翌月 10 日払い 翌月表示の場合   

10/26-11/25 12/10 払い 12 月度の給与を管理簿にセットした場合 

管理簿の基準日が 月の初日の場合は  11/1-11/30 の月にセットされます。 
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賃金管理から管理簿を作成した場合には、管理簿の給与から作成 の欄に 〇がつきます。 

上記のセット方法でセットした数字を変更したい場合などは、手入力またはインポートをしてくださ

い。その場合 給与から作成 の欄は ●となります。 

〇も●もついていない場合は、賃金管理から作成せずに手入力またはインポートだけをおこなった 

ということになります。（この場合は、給与明細との絡みでいうと、「有給管理簿が作成されている」

というシステム上の認識とはなりませんのでご注意ください。 

 

２．有給管理簿に手入力またはインポートしてデータを登録したい場合 

 

                      「訂正」から編集ができます。「完了」でデータ 

                        を保存します。 

                        この場合は、給与明細との絡みでいうと、 

「有給管理簿が作成されている」という 

システム上の認識とはなりませんので 

ご注意ください。 
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詳細の月に手入力・インポート・または賃金管理作成から data を登録した場合は、 

その数字て、上段の付与情報を変更します。（基本的には反映してください） 

この場合の、管理簿の上段の付与情報は、有給付与処理画面に反映するものではなく、あくまでも管

理簿上の数字となりますので、有給付与処理画面とは異なっている場合があります。 

※ 給与の月度（賃金管理で登録された日数）と、管理簿上の支給期間にセットすべき日数は ど

うしても異なる場合があります。それは給与や賃金管理の表示と実際の基準日から設定して

いる期間が、どうしても違う場合があるからです。管理簿で設定しているものが正しいとし

た場合、特にこの差異はそのまま設定していても特に問題はありません。 

 

３．有給管理簿を作成したのち、有給付与画面を変更した場合 

 

 

 

 

 

 

有給付与処理画面で数字を変更すると、上記の画面が表記されます。ここで作成にチェックをつけて 

「完了」すると、管理簿の上段の数字に反映されます。 

 

有給管理簿を作成したのち、有給付与処理画

面を変更した場合、管理簿の詳細は変わりま

せんが、上部の数字は変わります。有給付与

処理画面と違いがあるため、ピンク色で表示

されます。 

ピンク色になるのは、現在取得部分のみです。 
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４．有給管理簿でデータが青色になっている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日の開始日が未来の日である場合に青として表示されます。 

具体的には １０月付与を例に説明します。 

2019/10/10 に 10 日付与   管理簿に最初の１件が登録されます 

2020/10/10 に 11 日付与   管理簿に２件目が登録されます 

この時に管理簿は２件存在することになり、表示指定月を 2020/10 にすると 2019/10/10 と

2020/10/10 の２件が表示されます。 

2019/10/10 は黒、2020/10/10 は青で表示されます。 
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６－４．有給データのインポート・エクスポート 

１．有給データのインポート用テンプレートを出力 

インポートする場合は、インポートテンプレートでなければインポートできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①出力項目を選択できます。 

②「管理簿基本データ登録変更用」とは、管理簿画面の上部の数字のことを意味します。 

③「付与画面上の関連データを出力」 とは、有給付与画面の数字を参考値として出力してくるとい

う意味です。インポートができる項目ではありません。 

④管理簿のを月ごとにインポートしたい場合には、給与月度別有給取得データ にチェックを入れて、

月ごとにインポートできるような形でテンプレートを出力してください。 

⑤ 出力順を選択できます。 

⑥ 出力を click するとインポート用テンプレートを出力できます。 

 

２．有給データのインポート方法 

データインポートをクリックします。 
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入力したテンプレートを選択し、OK を click します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 選択にチェックがついている人のデータがインポートされます。 

② エラーがある場合、ダブルクリックすると、エラー内容が標示されます。 

インポートしようとするデータ内容も確認することができますが、元データが間違っている場合

には、この画面でなく、元データに戻って修正していただく必要があります。 

③ インポート実行をクリックするとインポートされます。 

 

管理簿を月ごとにインポートした場合には、「管理簿基本データ登録変更用」＝管理簿画面の上部の

数字を管理簿とは矛盾した数字でインポートしても、管理簿の月別データの集計値にて書き換わりま

すので、矛盾した数字がそのままインポートされることはありません。 

※有給付与画面へのインポートは、管理簿画面ではできません。 
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３．有給データのエクスポート方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月ごとの取得日数を出力したい場合は、「月別有給取得」にチェックを入れて出力してください。 

 

６－５．有給データの印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) 年次有給休暇実績簿 

02) 年次有給休暇実績一覧 

03) 部門別年次有給休暇実績一覧 

04) 基準期間別年次有給休暇実績一覧 

05) 基準期間・部門別年次有給休暇実績一覧_縦 

06) 月別年次有給休暇実績一覧 

07) 部門月別年次有給休暇実績一覧 

08) 基準期間別月別年次有給休暇実績一覧 

09) 基準期間・部門別月別年次有給休暇実績一覧 

上記の帳票が印刷できます。 
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６－６．特殊な付与設定の場合の有給管理簿作成方法 

１．本来は１０月に１０日付与するところを入社時に５日を前倒しで付与している場合 

 １０月付与で５日＋５日＝１０日付与扱いとなり、５日の取得義務が発生します。但し、入社時に

付与した５日のうち、取得した日数は５日の取得義務から控除します。 

付与処理では下記のように手入力が必要です。 

１）付与処理確認画面 

  繰越数は入社時に付与した日数から取得した日数を減算した日数を入力 

  付与日数は４月に付与した日数を減算した５日を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）有給休暇付与処理から年次有給休暇管理簿データの作成画面 

  付与日数が１０日未満なのでピンク色になりますが、 作成にチェックを付け作成してください。

そのとき 取得義務日数に５日を入力します。 前倒付与取得済日数に入社時に付与した日数のうち、

取得した日数を入力し、 これで管理簿を作成します。もし管理簿を作成するときに、何も数字をいれ

ないで作成してしまった場合には、管理簿画面の訂正をクリックして、選択した人の前倒しの日数と

取得義務日数も入力してもらう必要があります。 
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３）本来は上記の方法ですが、もし、付与画面で 10 月に付与を行い、 

付与日数を 10 日 繰越は 0 日と入力し、取得を 2 日（前倒しの日数）と入力する というような

作業をしている場合には、 

管理簿画面で、取得が２日 残 8 日 取得義務残日数３日（5-2）となりますので、訂正から前倒し

の日数を２日と入力するときに、当該画面で取得日数を０日としてもらう必要があります。ここで取

得日数を０にしないと 

取得日数２日 前倒し取得２日で計４日の取得となってしまい義務日数残が１日となってしまいます

のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．1 月入社後 6 か月の 10 月に１０日付与し、翌年の４月に事業所一斉付与する場合  

例えば 2019/10 に 10 日    

2020/04 に 11 日を付与した場合     

付与義務については、2019/10-2021/03 の 18 か月で 7.5（または 8 日）で見ることができま

す。 

管理簿としては、2019/10 基準日と 2020/04 基準日の両方を作成すると 

2019/10-2020/09 

2020/04-2021/03 

の２段となります。 
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これで管理するのであればそれはそれでいいのですが、、 

もし、 

2019/10-2021/03 の 18 か月で管理したいのであれば 

2020/04 基準日で管理簿を作成するときに、基準日を 2020/04-2021/03 ではなく、 

2019/10-2021/03 に変更してもらう必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際には、2019/10-2020/09 で作成されている行は削除していただきますが、 

そのかわりに 

2020/04-2021/03 で作成した行に取得日や取得義務日数を変更してもらう必要があります。 

この場合の管理簿は手入力で修正してもらうしか方法はありませんのでご注意下さい。 

 

※重複する 2020/04 から 2020/09 までが繁忙期や本人との話し合いで有給休暇を 

 取得することが困難な場合などで、2020/10 以降に取得すると             

 2019/10 から 2020/09 までの期間が労基法違反になりますが            

 2019/10 から 2021/03 までの 18 か月で 7.5（8）日を取得すれば違反になりません。  
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７．給与明細書への有給情報の印字 

まず、表示方法の初期値の考え方は以下の通りとなります。 

① 有給付与処理画面に数字がはいっていて、有給管理簿が作成されていない場合 

→有給付与処理画面の数字をもってきます。 

 

 

 

 

 

② 有給付与処理画面に数字がはいっていて、有給管理簿が作成されているが、給与から に〇また

は●がついていない場合（管理簿に直接手入力またはインポートした場合） 

→有給付与処理画面の数字をもってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 有給付与処理画面に数字がはいっていて、有給管理簿が作成されており、給与から に〇または

●がついている場合（賃金管理を作成した場合） 

→有給管理簿の数字をもってきます。 
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④ 給与明細の画面から、有給付与処理画面から または 管理簿からのどちらの数字を記載するか

を選択できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有給の日数と有給時間について 

※基本の考え方は、給与においては HA:有給日数  HB:有給時間 を分けていれてもらわな

いと管理簿や給与明細書でうまく数字が反映されないことがあります。 

   つまり、時間で有給を取得させるのであれば、HB:有給時間 に入力をお願いします。 

日数に時間を換算していれることはしないでください 例 ×：1.625  〇：1 日 5 時間 

⑤ 詳細設定をクリックすると、 

有給管理簿からもってくるか、有給付与処理画面からもってくるかを選択できます。 

ただし、有給管理簿からもってくるのは、有給管理簿で 給与からに〇または●がついてい

る場合だけです。 

時間数印字については、時間数印字にチェックをつけてもらうと、 〇日〇時間と表記され

ます。 

半日を時間換算して印字 にチェックをいれると、0.5 日の場合、時間に換算していた従来

の方法で印字されます。チェックをいれないと、給与で入力した通りの日数と時間で表記さ

れます。 

 

 

 

⑤ 




